
庁      議  

              日時： ７月７日（水）AM８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

【協議事項】 

１ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について       福祉こども部長 

 

 

【連絡事項】 

１ 株式会社おおたコミュニティ放送 第２３期決算状況について     企画部長 

２ 令和２年度における太田市情報公開条例及び太田市個人情報保護条例  総務部長 

の運用状況の報告について 

３ 令和３年度太田市一般会計補正予算（第４号）についての専決処分に  総務部長 

ついて 

４ 一般財団法人太田市文化スポーツ振興財団の決算状況を説明する書類  文化スポーツ部長 

の提出について 

５ マラウイ共和国選手団の事前キャンプ受入れについて         文化スポーツ部長 

６ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業について   福祉こども部長 

７ 第１１回太田市景観賞の募集について                 都市政策部長 

８ 令和２年度太田市下水道事業受益者負担金不納欠損について      都市政策部長 

９ 一般財団法人太田市行政管理公社の経営状況の報告について      行政事業部長 

10 令和２年度市税等の収入状況について                総務部長 

11 令和２年度市税等不納欠損について                 総務部長 

12 （仮称）太田市外三町広域斎場連絡調整会議における協議事項の進捗  市民生活部長 

状況について 

13 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成金について        産業環境部長 

14 令和２年度市営住宅使用料等不納欠損について            都市政策部長 

15 訴えの提起の取りやめについて                   総務部長 

 

 

【その他】 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

◆ 次回庁議予定 ◆ ７月２６日（月）ＡＭ８：３０～ ＜庁議室＞  案件名報告：７月１２日 (月)PM5:00 
                                      資 料 提 出：７月１５日 (木)PM5:00 



７月７日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

福祉こども部長 氏名 石塚 順一 内線（TEL）２５００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

公用車の運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報

告するものです。

【 概 要 】

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認しています。

３ 損害賠償の支払い

損害保険ジャパン株式会社一般自動車保険にて対応しました。

４ その他

地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和３年７月委員会協議会あてに報告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 社会支援課 保護一係 内線 2523 47-1957 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

専決処分日
損害賠償額

（損害額）

過失

割合
事故概要

1 令和 3年 6月23日
26,020 円

（86,735 円）
3割

令和3年4月26日、職員が運転する

公用車が太田市小舞木町27番地付

近の一方通行となっている市道を

西進していたところ、右前方の交

差点から相手方が所有し、運転す

る乗用車が当該市道に合流しよう

とするのが見えたため減速して通

過していた際、相手方がこれに気

付かずそのまま合流してきたた

め、当該乗用車の左前方部が当該

公用車の右側面に接触したことに

より、当該公用車及び当該乗用車

が損傷したものです。



 ７ 月 ７ 日 庁議提出案件           資料No.1    
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会協議会後 】 

 

                 企画部長 氏名 栗原 直樹  内線（TEL）２２００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   株式会社おおたコミュニティ放送 第２３期決算状況について 

 

【 目 的 】 

   本市が出資する株式会社おおたコミュニティ放送について、その出資及び経営等の状況

を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 １．資本金総額   ９，４００万円 

   本市出資金額  ２，１２５万円（持株数425株、出資比率22.6％、持株比率24.3％） 

 ２．第２３期（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）経営状況 

（１）事業概要 

   日頃から地域に根差した質の高い情報を提供するとともに、日常生活に大きな影響を及

ぼす非常時においては、放送を通じて地域住民の皆さまが必要とする情報を適切に伝達す

る体制を整えております。 

   売上高については、地元中堅スポンサーの降板や都市対抗野球の実況中継が無かったこ

となどマイナス要因がある一方で、新規の受注（定額給付金CM、無観客でのクラシックコ

ンサート配信）があり、前期とほぼ同額となりました。また、費用面では、機器更新など

大幅な支出が発生せず、また資本金減少に伴う法人税の税負担が軽減されましたので、当

期純利益は４２１千円となりました。 

   引き続き、認知度・聴取率の向上に努め、安定的な営業収入の確保と拡大を目指してい

きます。 

（２）決算概況 

   売上高は前期比０．１％減の５７，８５８千円、税引後当期純利益は４２１千円となり

ました。 

    財務諸表 貸借対照表 資産合計        １２５，３６１千円 

               負債合計         １３，４２３千円 

               純資産合計       １１１，９３８千円 

 

        損益計算書  税引前当期純利益        ６３０千円 

               当期純利益           ４２１千円 

    ※詳細は別紙のとおり 

【備考】 

問い合わせ先  企画部 広報課 広報係 内線２２５２ ４７－１８１２（ダイヤルイン） 



７ 月 ７ 日 庁議提出案件               資料No.２  

●内 容 【  2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

                 総務部長  氏名 髙島 賢二  内線２３００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

 令和２年度における太田市情報公開条例及び太田市個人情報保護条例の運用状況の報告に

ついて 

 
【 目 的 】 

 太田市情報公開条例第１８条および太田市個人情報保護条例第２７条の規定により、毎年１

回、運用状況を取りまとめ、公表するものとするため。 
 
【 概 要 】 

１ 内容 

令和２年度における両条例の運用状況を取りまとめたものです。 

２ 運用状況 

⑴ 太田市情報公開条例に基づく開示請求・開示決定等実績       （単位：件） 

請求件数 
開示決定等

件数 

（ 内  訳 ） 

開示 部分開示 不開示 
※１ 

任意的開示 

開示 部分開示 不開示 
※２ 

783 783 517 14 3 157 72 20 

任意的開示：市民、市内に在勤・在学する人以外からの開示請求 

※１ 文書不存在２件、情報公開条例第６条第７号に該当のため不開示１件 

 ※２ 文書不存在１９件、情報公開条例第６条第１号に該当のため不開示１件 

◇ 審査請求 ０件 

 

⑵ 太田市個人情報保護条例に基づく開示請求・開示決定等実績     （単位：件） 

請求件数 
開示決定等

件数 

（ 内  訳 ） 

開示 部分開示 不開示※３ 

205 205 93 92 20 

 ※３ 文書不存在２０件 

◇ 審査請求 ０件 

 

 ⑶ 個人情報取扱事務の届出件数（カッコ内：特定個人情報取扱事務件数） 

  令和２年度：７７４（１０１件） 令和元年度：７６７件（４２件） ７件増加 
 
３ その他 

６月２１日の太田市情報公開及び個人情報保護審査会に報告済。総務企画委員会協議会に

報告後、太田市広報８月１日号及び市ホームページに掲載します。 
 
 
【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  総務部 総務課 総務係 内線２３１１ ４７－１８１５ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



７月７日 庁議提出案件            資料No.３  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

              総務部長 氏名 髙島 賢二  内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 令和３年度太田市一般会計補正予算（第４号）についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

市内小売業者等における新型コロナウイルス感染防止に要する備品の購入等にかかる経費

と緊急小口資金等特例貸付を利用できない生活困窮世帯に対する支援のための新型コロナウ 

イルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業にかかる経費をあわせて予算計上し、本年度一

般会計補正予算（第４号）を専決処分したことについて報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 補正額 86,183千円  補正後予算額 84,473,407千円 

 

【歳入】＊すべて国庫補助金で一般財源の追加なし 

   15款2項1目1節14細節 

        新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金                 30,000千円 

15款2項2目1節10細節 

    新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費交付金       50,700千円 

15款2項2目1節11細節 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務費交付金        5,483千円 

   

【歳出】 

3款1項1目 

    新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業         56,183千円 

7款1項2目 

商業振興対策事業（新型コロナウイルス感染症拡大防止事業）    30,000千円 

 

 ２ 専決処分日（補正予算配当日）  令和３年７月１日 

 

 ３ 根拠法令 

  ・地方自治法第180条第1項 

  ・市長において専決処分することができる事項の指定について（平成21年3月19日議決）

第２項 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   総務部 財政課 財政係 内線 ２３３３ ４７－１８１６ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



７月 ７日 庁議提出案件 資料No.４
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

文化スポーツ部長 氏名 村岡 芳美 内線（TEL）３６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

一般財団法人太田市文化スポーツ振興財団の決算状況を説明する書類の提出について

【 目 的 】

「一般財団法人太田市文化スポーツ振興財団」の決算状況を説明する書類を地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３（財政状況の公表等）第２項の規定により提

出します。

【 概 要 】

１ 事業活動収入決算額

２ 経営等の状況

（１）事業概要

本市の文化及びスポーツ活動の振興と発展に寄与することを目的に、文化及びス

ポーツ振興事業並びに文化及びスポーツ施設の管理運営業務を行っています。

（２）財務概要

○収支状況

○貸借対照表

○正味財産増減計算書

※ 詳細は、添付資料のとおりです。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部 文化スポーツ総務課 総務係 内線３６２１

４７－１８５２ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

令和２年度 令和元年度

事業活動収入決算額 1,227,241,425円 1,389,475,291円

うち、市委託料 1,188,025,290円 1,285,582,005円

比率 96.80％ 92.52％

令和２年度 令和元年度

収入決算額 1,246,293,802円 1,405,145,885円

支出決算額 1,222,266,804円 1,386,093,508円

令和２年度 令和元年度

資産合計 483,458,051円 423,671,216円

負債合計 326,559,546円 270,521,082円

正味財産合計 156,898,505円 153,150,134円

令和２年度 令和元年度

当期正味財産増加額 3,748,371円 1,312,693円

正味財産期首残高 153,150,134円 151,837,441円

正味財産期末残高 156,898,505円 153,150,134円



７ 月 ７ 日 庁議提出案件 資料No.５
●内 容 【2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

文化スポーツ部長 氏名 村岡 芳美 内線（TEL）３６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

マラウイ共和国選手団の事前キャンプ受入れについて

【 目 的 】

本市で実施が予定されている、マラウイ選手団の東京２０２０オリンピックの事前キャ

ンプについて、その概要を報告するものです。

【 概 要 】

１ マラウイ選手団

⑴ 競技種目及び期間

陸上競技 令和３年７月１１日（日）～７月２３日（金） １３日間

アーチェリー 令和３年７月１１日（日）～７月１７日（土） ７日間

柔 道 令和３年７月１１日（日）～７月１７日（土） ７日間

⑵ 受入人数 １０名（選手・スタッフ含む）

⑶ 練習会場 運動公園陸上競技場、武道館、アーチェリー場（利根備前島水質浄化セ

ンター敷地内）

２ 新型コロナウイルス感染症対策等

国のホストタウン等における感染症対策に従い、三密の回避、マスクの着用、手洗い・

消毒、換気の徹底、滞在場所における市民等との動線の分離等、新型コロナウイルス感

染症防止に努め、選手等がベストコンディションで大会に臨めるように、万全の態勢で

受入れられるよう準備を進めます。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部 文化スポーツ総務課 総務係

内線３６２１ ４７－１８５２ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



７ 月 ７日 庁議提出案件 資料No.６
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

福祉こども部長 氏名 石塚 順一 内線（TEL）２５００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業について

【 目 的 】

本事業は、新型コロナの長期化に伴い、緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付等が貸付

限度額に達している困窮世帯に対し、新たな支援策として実施するものです。

【 概 要 】

１ 支給対象者

（１）総合支援資金特例貸付（再貸付）が貸付限度額に達している世帯

（２）総合支援資金特例貸付（再貸付）を不承認とされた世帯

（３）対象世帯数：約200世帯（基準日 令和3年6月1日）

２ 支給要件

（１）収入：①世帯月収が市民税非課税額の1/12+②生活保護住宅扶助基準額の合計額以下

（２）資産：預貯金合計額が①の６倍以下（１００万円以下）

（３）求職：ハローワークでの相談や応募・面接等を行うこと

３ 支給額（月額）及び期間

（１）支 給 額：単身世帯６万円、２人世帯８万円、３人以上世帯１０万円

（２）支給期間：３か月（７月～１１月）

４ 申請方法及び期間

（１）該当者あてに申請書等を郵送し、申請に来ていただきます。

（２）令和３年７月１日から令和３年８月末まで

５ 周知の方法

・ 令和３年７月１日付け広報おおた及びホームページに掲載済です。

【 備 考 】

＊問い合わせ先 福祉こども部社会支援課 保護一係 内線2523 47-1957ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



７月７日 庁議提出案件             資料No.7  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 齋藤 貢  内線（TEL）２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  第１１回太田市景観賞の募集について 

 

【 目 的 】 

  市の魅力ある景観の保全・形成に対する市民意識の向上を図るため、建造物、樹木及び 

活動等、良好な景観づくりの取り組みを募集し、表彰します。 

 

【概 要 】 

１．応募対象（過去に表彰されたものは対象になりません。） 

① 建築物・工作物・屋外広告物・樹木等 

 ◇ 周辺の景観に配慮して計画・設計・建築・表示・緑化などをしたもの 

 ◇ ５年以上にわたって良好な景観を構成する建造物・樹木などを管理しているもの 

② 景観づくり 

 ◇ 良好な景観づくりに関する活動をし、市民意識の高揚に寄与したもの 

 ◇ ５年以上にわたって景観を保全する活動をしているもの 

※参考（過去５回） 

開 催 回 第６回 

（H28） 

第７回 

（H29） 

第８回 

（H30） 

第９回 

（R1） 

第10回   

(R2) 

応募件数 １７件 ８件 １５件 １３件 １２件 

 

２．応募資格 市民または市内で事業や活動をしている事業者・団体 

 

 ３．応募方法 自薦・他薦は問わず。所定の応募（推薦）用紙に記入し、必要書類を添えて

都市計画課へ持参、郵送、ファックス、メールのいずれかで応募 

 

４．募集期間 令和３年８月２日（月）～９月３０日（木） 

 

５．審査   太田市景観審議会委員により審査 

 

６．表彰   大賞（原則１点）、賞（若干数）とし、表彰状及び記念品を贈呈 

 

＊ 問い合わせ先   都市政策部都市計画課景観係 内線2815 47－1839 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



７月 ７日 庁議提出案件 資料 No.8
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 齋藤 貢 内線２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和２年度太田市下水道事業受益者負担金不納欠損について

【 目 的 】

令和３年３月末日における太田市下水道事業受益者負担金に関する不納欠損状況を報告

するものです。

【 概 要 】

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部下水道課下水道二係 内線２６７４ ４７－１９２１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

現 年 滞 納 繰 越 分

合 計即時欠損 執行停止処分

後３年欠損

即時欠損 執行停止中

時効

小計

金額（円） 0 0 244,800 164,300 409,100 409,100

件数（件） 0 0 8 4 12 12



７月 ７日 庁議提出案件 資料No.９
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

行政事業部長 氏名 鈴木 聡 内線（TEL）0277-78-2114

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

一般財団法人太田市行政管理公社の経営状況の報告について

【 目 的 】

本市が出資する一般財団法人太田市行政管理公社について、その出資及び経営等の状況を

報告するものです。

【 概 要 】

１ 資本金総額

300万円（太田市出資割合 100％）

２ 令和２年度決算に基づく経営等の状況

（１）事業概要

市民福祉の向上や快適な居住環境の整備等に寄与することを目的に、公共施設

の管理及び運営の受託並びに公共的事業を行っています。

（２）財務概要

○正味財産増減計算書

・経常収益計 1,657,865,953 円

・経常費用計 1,659,525,625 円

・当期一般正味財産 増減額 △ 1,659,672 円

・一般正味財産 期首残高 33,409,581 円

・一般正味財産 期末残高 31,749,909 円

○貸借対照表

・資産合計 91,126,209 円

・負債合計 59,376,300 円

３ その他

・ 詳細については、別紙経営状況説明書をご覧ください。

・ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3（財政状況の公表等）第2項の規

定により太田市議会へ提出します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 行政事業部 事業管理課 総務係 0277-78-2114 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



７月７日 庁議提出案件            資料No.１０  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               総務部長 氏名 髙島 賢二  内線２３００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 

令和２年度市税等の収入状況について 

 

【 目 的 】 

 

令和３年５月末日現在の市税及び国民健康保険税の収入状況を報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

 (単位：千円、％、ポイント) 

注1) 収入未済額は、不納欠損額を除いた額である。 

注2) 千円未満の端数処理をしているため、合計が一致しない場合がある。 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 総務部 収納課 管理係 内線 ２３７８ ４７－１９３６ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 

 

 

区 分 
令和２年度 令和元年度 収 納 率 

前年対比 収入済額 収入未済額 収納率 収入済額 収入未済額 収納率 

市 

税 

現年 37,578,671 580,691 98.48 39,260,385 533,104 98.66 －0.18 

滞繰 462,050 1,256,064 23.27 460,952 1,454,990 20.54 2.73 

計 38,040,721 1,836,755 94.76 39,721,337 1,988,095 94.49 0.27 

国

保

税 

現年 4,167,813 612,929 87.18 4,346,957 638,930 87.19 －0.01 

滞繰 551,099 1,621,064 21.11 504,353 1,987,699 16.80 4.31 

計 4,718,911 2,233,992 63.84 4,851,311 2,626,630 60.73 3.11 

合 

計 

現年 41,746,483 1,193,620 97.22 43,607,342 1,172,035 97.38 －0.16 

滞繰 1,013,149 2,877,128 22.04 965,306 3,442,689 18.40 3.64 

計 42,759,632 4,070,748 89.95 44,572,648 4,614,724 89.10 0.85 



７月７日 庁議提出案件             資料No.１１  
●内 容  【 2.連絡事項 】 

○公 開  【 1.可 】 

○公開時期 【 2.委員会・委員会協議会後 】  

 

              総務部長 氏名 高島 賢二  内線２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表  題 】 

令和２年度市税等不納欠損について 

【 目  的 】 

   令和３年３月末日における市税及び国民健康保険税に関する不納欠損状況を報告する

ものです。 

【 概 要 】 

                               （単位：円）  

 

区 分 

 

現 年 滞 納 繰 越 分 

合 計 
即 時 欠 損 

執行停止処分

後 ３ 年 欠 損 
即 時 欠 損 

執行停止中時

効・時効 
小 計 

市 民 税 50,322 19,001,818 76,794,941 32,534,209 128,330,968 128,381,290 

法人市民税 55,000 290,400 2,480,581 1,364,800 4,135,781 4,190,781 

固定資産税 122,425 14,246,281 78,794,570 25,214,118 118,254,969 118,377,394 

都市計画税 9,875 1,170,100 6,471,694 2,070,931 9,712,725 9,722,600 

軽自動車税 18,900 1,002,191 3,977,183 2,273,588 7,252,962 7,271,862 

市 税 計 256,522 35,710,790 168,518,969 63,457,646 267,687,405 267,943,927 

国 保 税 161,100 62,145,081 274,845,045 101,946,939 438,937,065 439,098,165 

総 計 417,622 97,855,871 443,364,014 165,404,585 706,624,470 707,042,092 

    

（参 考）                                      （単位：円） 

 

区 分 

 

現 年 滞 納 繰 越 分 

合 計 
即時欠損 

執行停止処分

後 ３ 年 欠 損 
即 時 欠 損 

執行停止中

時効・時効 
小 計 

Ｒ元市税計 140,654 57,177,634 118,917,188 151,937,443 328,032,265 328,172,919 

Ｒ元国保税 0 77,296,025 157,877,445 275,717,180 510,890,650 510,890,650 

Ｒ元合計 140,654 134,473,659 276,794,633 427,654,623 838,922,915 839,063,569 

   

【 備  考 】 

＊問い合わせ先 総務部収納課収納１係  内線３２１１ ４７-１９４６ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

      



  ７ 月 ７ 日 庁議提出案件         資料No.１２ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後  】 

 

                 市民生活部長 石坂 之敏   内線（TEL）２４００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

（仮称）太田市外三町広域斎場連絡調整会議における協議事項の進捗状況について 

       

【 目 的 】 

（仮称）太田市外三町広域斎場連絡調整会議において協議を行っている、（仮称）太田市

外三町広域斎場整備基本計画策定に向けた、検討内容の進捗状況について報告するものです。 

 

【 概 要 】 

  基本計画（案） 

１． 必要火葬炉数について 

現段階では、2035年から2040年の死亡者数のピーク期において、１日当たりの最大

火葬件数を21件と想定し、1基当たり2.5回転とした場合、必要火葬炉数は9基、動物

炉1基として協議を行っています。 

また、火葬炉前のスペースとなる炉前ホールで告別、収骨を行い、火葬炉1基で一

つの炉前ホールを構成する場合と2基で一つの炉前ホールを構成する場合を想定し検

討を行っています。 

 

１日当たりの必要火葬能力に対する火葬炉の回転数と必要火葬炉数 

 太田市 大泉町外二町 合計 一市三町 

１日当たりの必要火葬能力 13件 8件 21件 21件 

必要火葬炉数 

2回転/基 7基 4基 11基 11基 

2.5回転/基 6基 4基 10基 9基 

3回転/基 5基 3基 8基 7基 

 

２． 式場の設置について 

     現段階では、式場数1室、参列者50人、式場施設面積を700㎡と仮定し、式場を設置

した場合と式場を設置しない場合を比較し検討を行っています。 

 

【 備 考 】 

 

＊問い合わせ先 市民生活部 市民課 斎場整備担当 内線２４１８ ４７－１８９３ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  ７月 ７日 庁議提出案件           資料No.１３   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

 

               産業環境部長 氏名 飯塚 史彦   内線（TEL）２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成金について 

 

【 目 的 】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、感染防止策に要した備品の購入費、設置

工事費等に対し助成するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 予 算 額 ３０，０００千円 （１０万円×３００件） 

２ 助 成 額 ・１店舗につき１回、対象経費の総額１/２以内とする、限度額：１０万円 

３ 対象業種 小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、 

教育・学習支援業 

       ※群馬県「ストップコロナ！対策認定制度」による対象店舗を対象とする 

４ 助成要件 ・事業者（代表者）は令和３年４月１日から引き続き太田市に住民登録があ

り、かつ市税の納付実績があること 

       ・事業者（代表者）本人とその家族に市税の滞納がないこと 

・法人の場合は法人市民税の滞納がないこと 

       ・群馬県による「ストップコロナ！対策認定」を受けているものにあっては

引き続き認定要件を遵守し、受けていないものにあっては、「ストップコ

ロナ！対策認定」を受ける意思があること 

       ・その他：床面積の合計が３００㎡以下であること、店舗に設置する備品等

であること 

５ 対象経費 ・密閉環境を改善するもの（紫外線照射機、空気清浄機、換気システム等） 

       ・飛沫防止に関するもの（アクリル板、透明ビニールシート等） 

       ・接触を減らすためのもの（非接触型体温計等） 

       ・消耗品に関するもの（消毒液、マスク、手袋等）※ただし、消耗品のみの

助成は不可とする 

６ 対象期間等 ・令和３年４月１日から令和３年１２月２８日までに購入、設置したもの 

       ・他の市補助金において対象となっていないもの 

７ 申請期間 令和３年７月１５日から令和３年１２月２８日まで 

８ 申請方法等 窓口申請、助成金は口座振替とする 

９ 周知方法 広報おおた７月１５日号等及び太田市ホームページに掲載 

 

【 備 考 】 

＊  問い合わせ先 産業環境部 産業政策課 商業係 内線2641 47－1834 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



７月７日 庁議提出案件            資料No.14  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 齋藤 貢  内線（TEL）２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   令和２年度市営住宅使用料等不納欠損について 

      

【 目 的 】 

令和３年３月末日における市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料に関する不納欠損状

況を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

* 問い合わせ先 都市政策部建築住宅課住宅政策係 内線２７５２ ４７－１８９８ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ  

   

現   年 滞納繰越分 

合  計 
住宅使用料 駐車場使用料 住宅使用料 駐車場使用料 

金 額（円） 0 0 42,139,560 901,740 43,041,300 

件 数（円） 0 0 34 15 49 


